
                            
                                

ときわ台１・２丁目    特          集        ｖｏｌ．１8 

                                    ２００６．５．2７. 

準備協議会からのお知らせ            ときわ台しゃれ街準備協議会事務局 

                               

                  

                           Q      A        
                               
 

ときわ台は、東京都から「しゃれ街条例」の「景観重点地区」に指定されました。 

「しゃれ街条例」とは住民の自主的な景観づくりの取り組みを促進するための条例

です。「景観ガイドライン」はときわ台にふさわしい景観の最低基準をルール化する

もので、これから紛争が起こるような事態を回避するのにも役立ちます。 

この指定を受けて、「しゃれ街準備協議会」を作り、皆様のご意見をうかがいながら

ガイドラインの策定に取り組んでまいりました。 住民説明会なども行いましたが、ま

だ疑問、質問が寄せられておりますので、ここで「Ｑ＆Ａ」という形でお答えしたいと

思います 

 

                  特集！ Ｑ ＆ Ａ 

 

Ｑ１： 「しゃれ街準備協議会」と「ときわ台の景観を守る会（まちづくり委員会）」との

関係は？ 

 

Ａ１： 街を良くしたいという意識の点では共通していますが、全く別の組織です。 

駅前マンションの反対運動とは関係ありません 
  

 

Ｑ２： 「:景観ガイドライン」の効力とその運用方法は？ 
 

Ａ２： 住民が自主的に決めるルールですが、都市計画法や建築基準法上の法的な

強制力はありません。運用は皆さんに承認されたガイドラインに沿って協議

しながら進めます 

 

Ｑ３： 住民の賛否はどのような形式で決めるのですか？ 

 

Ａ３： 「景観ガイドライン」案・解説文・返信ハガキをセットにして配布し、住民皆様の

賛否を問う予定です 



 

Ｑ４： :現状がこの「景観ガイドライン」に合わない場合はどうなりますか？ 

 

Ａ４： 現状はそのままで構いません。新しく建築工事などをする場合はルールに従

っていただくことになります 
 

Ｑ５：: 公共空間とマナーなどの問題はどうなるのですか？ 
 

Ａ５： 「景観ガイドライン」は東京都の条例に基づいており、道路や公園は対象外で

す。「景観ガイドライン」が成立したら次のステップとして公共空間やマナーの

問題にも行政と一緒に取り組むつもりです 

 

Ｑ６： 私的空間の緑や塀は具体的にどうしたら良いのですか？ 

 

Ａ６： :手引書として「街並みガイドブック」を作るつもりです 

 

Ｑ７:： ときわ台の環境を守るにはもっと厳しい規制内容にすべきだと思います

が・・・ 

 

Ａ７： 多くの人が守りやすい基準としました 

 

Ｑ８： 現在の建築基準法や用途地域ごとの制限で十分ではないのですか 

 

Ａ８： アンケート調査で、住民の多くの方が街並みや景観が壊れていく事態を危惧

しています。現行規制のままでは、ときわ台の品格を保全していくことはでき

ないと思います 

 

Ｑ９： 「ガイドライン」もひとつの規制で、私権を侵害するものではありませんか 

 

Ａ９： 美しい街並みは個々人の努力だけでは作れず、住民全員の協力が必要です。

ガイドラインは皆様の協力を仰ぐための指針であり、私権を侵害する意図を

もったものではありません。 

 

Ｑ１０： 敷地分割の場合の最低敷地面積が１２３㎡（約３７坪）の理由は？ 

 

Ａ１０： :国土交通省が目標とする４人家族用住宅規模から割り出した敷地面積と

しました 

    （ ちなみに田園調布では 165 ㎡、成城では 125 ㎡が最低敷地面積です） 



 

Ｑ１１： :駅前の商業地域における２０ｍの高さ制限の根拠は？ 

 

Ａ１１： 商業地域に定められた敷地に建てられる容積の割合から算出しました。 

    高さ制限の必要は、アンケートの結果によるものです 

 

Ｑ１２：「 景観ガイドライン」のメリットは？ 

 

Ａ１２： １．共有財産としての品格ある街並みを生み出します 

     ２．不動産価値も上がる可能性があります 

     ３．緑豊かで快適な街が守れます 

 

 

Ｑ１３： 以前に決められた「まちづくり憲章」はどうなっているのですか 

 

Ａ１３： 「常盤台まちづくり憲章」は精神規定で、「ガイドライン」はその精神をいかし

た具体的な活動方針です。ただし、「憲章」を作った組織や活動とは関係あ

りません 

 

 

Ｑ１４： 住民が「景観ガイドライン」を作ることについて、板橋区はどのように考えて

いますか？ 

 

Ａ１４： 住民により策定された景観ガイドラインということで、実現性の高いガイドラ 

インであるものとして評価しています。 

常盤台一・二丁目地区の「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」に基づく街並み重 

点地区の指定については、地域主体のまちづくり推進の観点から、東京都知事に対し 

て推薦してきた経緯があります。板橋区は、これまでの「ときわ台しゃれ街準備協議 

会」の活動については、高く評価しています。景観ガイドラインの策定にあたっては、 

多くの住民や権利者の同意を得ることがときわ台の良好な街並み景観づくりに大切な 

ことであると考えています 

（Ａ14 については、板橋区都市整備部都市計画課にご回答いただきました） 

 

 

（このＱ＆Ａの作成にあたっては、東京都都市整備局 市街地建築部  

市街地企画課 街並み景観係りのご意見を伺いました。） 

 

 

 

 



 

 

ときわ台の取り組みは、「日本経済新聞」５月１１日（木）朝刊にも大きく取り上げら

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたしたち自身の手でときわ台の景観を育て、守りましょう！ 

 

 

※ 配付もれのある方、御意見のある方は、編集担当野崎（TEL:3558-2849FAX:3558-2945）まで 

お問い合わせ下さい 

ただ今、ホームページに「景観ガイドライン 案」を掲載中です。ご覧下さい 

ホームページ： http/www.geocities.jp/sharemachi/ 

メールアドレス： sharemachi@hotmail.com 

genuine
スタンプ


